
ダウンゾーニングで生じた既存不適格マンションへの
対策に関する考察　　　　　　　米野史健（東京工業大）

ダウンゾーニング：
新規の開発抑制
適正な容積の実現

不適格マンション：
建替困難で居住不能に
地域居住環境へも影響

 

どう対処するか？
何らかの

都市計画的対応
所有者自らの
取り組み

福岡県春日市を事例に考察



検討の経過

年 月 事項 期
96 4 用途地域改正→問題に気付き他のﾏﾝｼｮﾝに連絡

10 管理組合連絡会発足、要求書･質問状を市に提出
11 市が回答書を提示、第1回説明会開催

97 1,2 質問状を再度提出、回答書提示及び第2回説明会
5 市･連絡会が対策協議会設立、第1回開催

7,10 第2,3回協議会（実態の把握・方向の検討）
12 第4回協議会（地区計画の検討）

98 2 第5回協議会（総合設計の検討）
4 高度地区による例外許可の提案
5 神戸市・西宮市の視察（震災復興での運用実態）

7,8 案がまとまり、変更内容と許可要件を発表
8,9 協議会・連絡会内での議論、要件の修正
10 市民説明会などでの周知・議論

99 1-2 都市計画変更の法定手続
3 変更を告示
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対策の考え方

容積率切り下げは
必要不可欠

不適格マンションの
建替は困難に

救済・建替実現措置が
期待される

従前値に
戻すことも
ありうる

あらかじめ
絶対高さ
制限を導入

質の高い居住環境

容積緩和に備える

××××



第2種高度地区
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例外許可

絶対高さ制限導入

例外許可を用意

容積緩和を想定

：現行と同等の規制新新新新築築築築

：従前の容積を確保建建建建替替替替

対策の内容



鉄道
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規 凡 99年変更
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A
200→
150%

－
2種15m
→1種15m

B －
2種20m
導入

→1種20m

C － －
2種20m
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D － －
絶対20m
導入

96年変更

不適格マンション

96年発生_55棟

98年増加_30棟

規制の変更内容



例外許可の考え方

原則： 土地利用の公平性
　　　

(1)
マンション所有者の居住権の保障

１.［建替決議］（法定または任意）
２.［住戸数］が参加所有者分の合計を越えない
３.［専有床面積の合計］が従前を越えない
４.［高さ･立面投影面積･不適合な日影］が越えない

(2)

従前所有者が住み続けるための床面積分のみ許可



例外許可のイメージ

現状建物

不適格
部分

_住み続けられるよう
　現状と同じ
　延床面積を確保する

→居住権保障
　のため
　例外許可

参加
所有者
住戸

参加
所有者
住戸

新規分譲
住戸

従前住戸数
の９割以下

　合意促進
　のため

全員参加

一部参加

_建替を実現させつつ
　現状より縮小し
　規制に近づける

建替建物

→例外許可



内容の考察

住民の居住環境の
ための規制強化

建替が困難となり
住み続けられない

目的と結果の
不一致

住み続ける場合には
例外許可を適用

徐々に規模を縮小し
適合な状態へと移行

行行行行政政政政

ﾏﾏﾏﾏﾝﾝﾝﾝｼｼｼｼｮｮｮｮﾝﾝﾝﾝ
住住住住民民民民

議論による
相互理解

将来時点の
対応を準備


